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≪修繕の基本方針≫ 

（1）予防保全による修繕時期の考え方

『予防保全型維持管理』では、道路通行の安全確保およびコスト縮減を図るため、 

損傷が深刻化する前の健全度評価“Ⅱ”の期間内に修繕を実施する。 

 これまでの『対症療法型維持管理』：判定区分Ⅲとなった時点で修繕  

 今後の『予防保全型維持管理』：判定区分Ⅱの期間内に修繕 
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